
〒812-8576　福岡市博多区東公園７番７号
　　　　　　　福岡県警察本部内
　　　　　　　TEL 092（633）3221
ホームページ　 http://www.fukuboren.com/
印　　　　刷　 白木メディア株式会社
　　　　　　   ＴＥＬ 092（623）8355

福岡県防犯協会連合会公益社団法人

発行編集

(1)

©SUSUMU  MATSUSHITA
ENTERPRISE

防犯ふくおか
回 覧

夏休み　家庭や地域で防ごう　少年の非行と犯罪被害！

平成27年７月号　Ｎｏ.716

夏季における少年非行の防止
みんなの力で、非行少年を生まない社会をつくりましょう‼
★★７月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。★★

　夏です！子どもたちが楽しみにしている夏休みに入ります。
　例年、この時期は子どもたちが学校や勉強などの開放感から繁華街や公園
等での夜遊びを繰り返し、喫煙や飲酒をはじめ、万引きや乗り物盗などの非行
に走るケースが多くなっています。また、インターネットや携帯電話(スマート
フォン)等から得た有害情報により犯罪に巻き込まれる恐れもあります。
　この季節は、親と子の「絆」を深める機会でもあります。親と子の対話を通じ
て、規範意識を身に付けさせるとともに、また、地域では、児童の見守り活動や
防犯パトロール等での声かけ、万引きをさせない店舗づくり、有害図書の除去
活動など、非行を起こさせない地域環境づくりに努めましょう。
　警察では、地域ボランティアや学校関係者、関係機関･団体等と連携して少
年の非行防止活動や立直り支援活動を行い、非行少年を生まない社会づくり
を推進しています。

毎年７月は、内閣府が主唱する「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。少年
の非行防止や犯罪被害を防止する活動が展開されます。少年問題への関心を高
め、地域の子どもは地域で守り育てましょう。

　少年非行の入り口といわれる初発型非行で検挙補
導された少年は、2,285人で、前年に比べ448人（－
16．4％）減少していますが、刑法犯少年全体の65.5％
（前年比：－2.1ポイント）を占めており、依然として少
年非行の中心となっています。
　なかでも、万引きで検挙補導された少年は、799人
で、初発型非行の約35％を占め、このうち女子が約25％を占めています。
また、窃盗犯全体では42.2％を占めています。
　次に、乗り物盗(自転車盗、オートバイ盗、自動車盗)は、
752人で、成人を含めた検挙(補導)人員のうち、自転車盗
は68.3％、オートバイ盗は95.1％を少年が占めています。

　不良行為で補導された少年は、79,223人で、
このうち「深夜はいかい」は、43,193人で全体
の約54.5％を占めており、次に、「喫煙」は、
30,244人で、38.2％を占めています。
　女子は、全体の14.7％を占めています。

　深夜はいかいや喫煙などの不良行為は、少年からの「非行のサイン」
です。そのまま放置すると、本格的な非行へとエスカレートするおそれ
があります。早期に発見して正しく指導することが何より大切です。
　「喫煙」など非行を知った場合は、見て見ぬふりをせず、少年からのサ
インと受け止め、関心を持って対応しましょう。

初発型非行とは？　
初発型非行とは、万引き、オートバイ盗、自転車盗、占有離脱物横領の４
つを総称したもので、単純な動機から安易に行われ、非行の深度が比
較的浅いものが多いのですが、早期に発見し適切な指導がなされない
と非行が悪質化、深刻化していきます。

福岡県の初発型非行の実態（平成26年中）初発型非行が全体の約７割！

不良行為少年

非行へのサインを見逃さない！
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信用してはダメ　「電話でお金」は　ニセ電話‼
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ふっけい君

ふっけい君

　毎年、多くの児童が児童ポルノ事犯の被害に遭っています。特に、インターネットに関する被害が増
加しています。画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが繰り返され、そのすべ
てを回収することは大変難しく、被害児童の苦しみは将来にわたって続くことになります。

福岡県警察では、平成27年度第２回警察官採用試験を実施します。
試験日程等については、次のとおりです。

様々なリスクについて教えましょう！
●インターネットを通じて送った写真は、半永久的に広ま
　る可能性がある。
●女子になりすまして裸の写真を送信させることがある。
●コミュニティサイトやゲームサイトなど、ア
　クセス可能なサイトでも被害に遭う場合
　がある。
●「援助交際」の実態は「売春」であり、「売
　春」は法律で禁止されている。
●子どもでも児童ポルノを送ったり、公開
　したりすると犯罪になる。

～最近の被害事例～
　被害者(71歳女性)は、息子を名乗る男
から「友だちと株に失敗して、職場の金を
使い込んでしまった。」「近々監査があり、
ばれてしまう。」等との電話を受け、息子
と信じて指定されるまま某県まで行き、
指定された場所に息子から頼まれたと
いう男に現金600万円を手渡した。

～被害阻止の好事例～
～航空会社職員の声かけにより阻止した好事例～

　被害者（80歳代男性）が息子を名乗る男から電話を受け、相手
を息子と信じて東京まで現金を渡しに行こうとしたが、福岡空
港において、航空会社の職員が、被害者が大金を持っていること
やメモ紙を持って困っている様子であったことなどを不審に思
い、懇切丁寧な声かけを行い、オレオレ詐欺であることを見破
り、被害を未然に防止した。

県内の「ニセ電話詐欺」の実態（平成27年５月末現在）
●　認知件数は、206件で、前年同期比＋115件（２倍強の増加）
●　被害額は、10億2,502万円　前年同期比＋５億5,591万円
　★１日あたりの被害額　約1,000万円
　　　　　　　　　　　  （被害額を平日で割ったもの）　
　★最高被害額　約１億１千万円（架空請求）
●　被害者の年齢・性別　約75％が65歳以上の高齢者、約77％が女性

使用する際の約束を決めましょう！
●出会い系サイトには絶対アクセスしない。
●知らない人とはメール交換はしない。
●サイトで知り合った見知らぬ相手に会わない。
●裸や下着の写真は絶対に送信しない。
●プロフィールサイトや掲示板に個　　
　人を特定される情報は書かない。
●接続するサイトは親に確認する。
●利用料金や利用時間を決める。
●学校での使用については、学校のルールに従う。
●約束を守らない場合は携帯電話の利用を停止する。

児童ポルノから子どもたちを守りましょう！

みんなの力でニセ電話詐欺を撲滅しよう！

～ 児童ポルノの被害から子どもを守るためには、保護者による適切な教育が必要です。～

平成27年７月15日から、児童ポルノを所持した者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処せられます。（児童買春・児童ポルノ禁止法第７条第１項）

平成27年度 福岡県警察官募集案内

詳しくは、福岡県警察本部警務課採用センターまでお問い合わせいただくか、受験案内をご覧ください。
なお、県警ホームページに受験資格等の詳細を記載した受験案内を掲載しています。
［問い合わせ先］　福岡県警察本部警務課採用センター ＴＥＬ092-622-0700
　　　　　　　　ホームページ　http://www.police.pref.fukuoka.jp 福岡県警察サイト

福岡県警採用 検  索

採用予定数 受付期間

78人
12人
２人

109人
19人

男　　性
女　　性
武道指導
男　　性
女　　性

警察官Ａ

警察官Ｂ

８月11日(火)

８月31日(月)

第１次試験日

（１日目）
９月20日（日）
（２日目）

10月上旬～10月下旬
※武道指導については、受験者全員該当

第
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験

試験種類･区分

オレオレ

～



自殺サイト

拳銃の譲渡

わいせつ画像
児童ポルノ薬物などの

禁制品販売

インターネット　便利さのなかに　潜む危険
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　５月30日（土）、北九州市小倉北区のリバーウォーク
北九州「北九州芸術劇場」において、県警、県、北九州市
が主催し、県防犯協会、コスモス・ネットワーク後援に
よる「女性と子どもの安全を考える県民フォーラム」が
開催され、約500名が参加しました。
　今回のフォーラムは、近年、イン
ターネットやＳＮＳにより、女性や子
どもが性犯罪等に巻き込まれた
ケースが増加し、大きな社会問題と
なっていることから、女性や子ども
が日々の暮らしの中で安全に暮ら
すコツや、インターネットを利用する際の安全策など
をテーマとして開催され
たものです。
　主催者あいさつ後、安
全インストラクター武田
信彦氏による『「逃げる
が勝ち」が身を守る！～
予防＆対処のコツで安
全力アップ！～』を演題とした講演がありました。
　次に、九州国際大学法学部教授山本啓一氏をコー
ディネーターとして「事例に基づくパネルディスカッ
ション」が行われ、県警本部サイバー犯罪対策課特別
捜査班長がＳＮＳを通じて性犯罪被害（児童ポルノ等）
に遭った実例を説明し、パネリストを交えてのディス
カッションが行われました。参加者からは、「大変参考
になった。」「危険性を理解することができた」等の声
が寄せられました。
　最後に、県警音楽隊による演奏が行われるなど大き
な盛り上がりをみせました。

 インターネットで、いろいろなサイトをみていたら、わ
いせつ画像、薬物などの禁制品の販売などといった
ホームページをみつけたことはありませんか？

「女性と子どもの安全を考える
　　　県民フォーラム」が開催されました。

「インターネット・ホットライン
　　センター（ＩＨＳ）」に通報しよう！

このような情報を発見したときは、インターネット・
ホットラインセンター（ＨＩＣ）に通報しましょう。
インターネット・ホットラインセンター

インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
http://www.internethotline.jp/

違法情報
ネットで流通すること自体
が違法となる情報
例　わいせつ画像、児童ポ
ルノ、薬物等の禁制品販売

これらのサイトは、違法情報・有害情
報といって、犯罪を助長するだけでな
く、子どもに悪影響を与えたり、思い
もしない犯罪に手を染めてしまうな
ど、大きな問題になっています。

有害情報
違法ではないけど、社会の
安全や健全性を害する情報
例　自殺サイト、爆弾の製
造方法、拳銃の譲渡等

講演 武田信彦氏講演 武田信彦氏

吉田県警本部長吉田県警本部長

主催者あいさつ

危険ドラッグの
売買

～ソーシャル時代の知識！実践！安全力！～

きを

つけてネ
！


